
平
成
二
十
一
年
内
閣
府
・
経
済
産
業
省
令
第
三
号

家
庭
用
品
品
質
表
示
法
に
基
づ
く
申
出
の
手
続
等
を
定
め
る
命
令

家
庭
用
品
品
質
表
示
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
四
号
）
を
実
施
す
る
た
め
、
家
庭
用
品
品
質
表
示
法
に
基
づ

く
申
出
の
手
続
等
を
定
め
る
命
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

（
内
閣
総
理
大
臣
又
は
経
済
産
業
大
臣
に
対
す
る
申
出
の
手
続
）

第
一
条
　
家
庭
用
品
品
質
表
示
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
内
閣
総
理
大
臣
又
は

経
済
産
業
大
臣
に
対
し
て
申
出
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
出
書
を
提
出
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
申
出
人
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

二
　
申
出
に
係
る
家
庭
用
品
の
品
目

三
　
申
出
の
趣
旨

四
　
そ
の
他
参
考
と
な
る
事
項

（
身
分
を
示
す
証
明
書
）

第
二
条
　
法
第
十
九
条
第
三
項
に
規
定
す
る
職
員
の
身
分
を
示
す
証
明
書
は
、
様
式
第
一
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

２
　
法
第
二
十
条
第
五
項
に
規
定
す
る
独
立
行
政
法
人
製
品
評
価
技
術
基
盤
機
構
の
職
員
の
身
分
を
示
す
証
明
書

は
、
様
式
第
二
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

（
条
例
等
に
係
る
適
用
除
外
）

第
三
条
　
前
条
第
一
項
（
都
道
府
県
知
事
又
は
市
長
の
事
務
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
は
、
都
道
府
県
又
は

市
の
条
例
、
規
則
そ
の
他
の
定
め
に
別
段
の
定
め
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
限
度
に
お
い
て
適
用
し
な
い
。

附
　
則

こ
の
命
令
は
、
消
費
者
庁
及
び
消
費
者
委
員
会
設
置
法
（
平
成
二
十
一
年
法
律
第
四
十
八
号
）
の
施
行
の
日

（
平
成
二
十
一
年
九
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
三
年
一
二
月
二
六
日
内
閣
府
・
経
済
産
業
省
令
第
二
号
）

こ
の
命
令
は
、
平
成
二
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
元
年
六
月
二
八
日
内
閣
府
・
経
済
産
業
省
令
第
一
号
）

こ
の
命
令
は
、
不
正
競
争
防
止
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
元
年
七
月
一
日
）
か
ら
施

行
す
る
。

様
式
第
一

（
略
）

様
式
第
二

（
略
）
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